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EPOが審査ガイドラインを改訂（発効日：2016-11-01） 

 

 

 

                          ２０１６年１１月１４日 

 

                           

１. はじめに 

2014年 11月 1日に審査ガイドライン（EPO Guidelines for Examination）の改訂版が発効し

ました。その際、 (i) Euro-PCT出願における追加サーチの請求、(ii) インターネット上で入手可

能な映像／音声メディア片の引用、(iii) 分割出願の可能な時期、(iv) 実施可能用件と進歩性との

関係に関する記述、(v) 医薬用途クレームの記載の明確化、及び (vi) 補正の要件に関する改訂

内容等について改訂されました。 

 

前回の上記改訂から 2年後、EPOは、審査ガイドラインを更に改訂しました。今回の主な改

訂事項としては、(a) 方式審査、(b) サーチ、(c) 異議および限定／無効化手続、(d) 一般的な手

続事項、(e) EP 出願、および、(f) 特許性を挙げることができます。なお、今回の改訂版の審査

ガイドラインの発効日は 2016年 11月 1日です。 

 

今回の改訂において注目すべきは、コンピュータ関連発明（Part G）に関する改訂にあります。

Part Gには、具体例が示されており、コンピュータ関連発明の場合、何に基づいて特許性が判断

されるかが記載されています。以下に、上記の (a)～(f) について改訂内容を簡潔に説明します。   
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